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　山形村の清水高原からライブカメラによる映像の配信が始まりました。ライブ
カメラからは眼下に広がる山形村を含む松本平が一望でき、インターネット
を通じて四季の移ろいや日中の変化を確認することができます。山形村の
姿をいつもと違った高い視点から見てみると、新たな発見や感動がある
かもしれません。山形村のホームページからぜひご覧ください。

ライブカメラの映像より
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　予防接種法に基づき、高齢者インフルエンザ予防接種を実施
します。対象の方には、通知と予診票をお送りします。希望す
る方は、内容をご確認いただき医療機関に予約してから接種し
てください。

　今年度から、子どものインフルエンザ予防接種
の費用を助成します。インフルエンザ予防接種は、
任意接種ですので、効果や目的、副反応の可能性
などをご理解のうえ、保護者の方のご判断により
接種してください。

　医療機関により予約可能な期間等が異なります。必ず事前に医療機関にお問い合わせください。

※村と契約している村外の医療機関でも接種できます。
　詳しくはお問い合わせください。

高齢者のインフルエンザ

子どものインフルエンザ  助成をはじめます

1回
 1,000円
予診票、健康手帳（お持ちの方）、健康保険証

接種回数

持ち物
接種料（自己負担額）

接種医療機関

接種医療機関

対象者

手 順 ①

インフルエンザ予防接種について

助成の対象
となる
接種期間

助成内容

持ち物

対象者

支給時期

接種・助成の受け方

　令和２年６月～９月
分 の 児 童 手 当 が、
10月９日（金）にご
指定の口座に振り込
まれます。口座をお
確かめください。

10月の支給について
　原則として毎年６月、１０月、２月にそれぞれの前
月分までの手当を支給します。
　養育する児童の人数が変更になったとき、児童
を養育しなくなったとき、住所を変更したとき等は、
手続きをお願いします。手続きが遅れると手当を
受けられない場合がありますのでご注意ください。

（1）左記医療機関で接種する場合
①医療機関に予約をする。その際、山形村の住民で、助成を受け
たい旨を医療機関に伝える。
②接種当日、医療機関に設置してある「山形村子どものインフルエ
ンザ予防接種予診票」に必要事項を記入する。
③「接種費用から助成額2,000円を差し引いた額」を自己負担額とし
て、医療機関で支払う（※費用は、医療機関によって異なります）。

（2）左記以外の医療機関で接種する場合
①医療機関に予約をする。
②接種当日、医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接種予
診票」に必要事項を記入する。

③医療機関で接種費用全額を支払う（※費用は、医療機関によって
異なります）。その際、必ず領収書（インフルエンザ予防接種で
ある旨がわかるもの）を受け取る。

④保健福祉課窓口で、領収書原本を添付の上、専用の申請書・請求
書により申請する（※令和3年3月31日までに申請してください）。

⑤後日、申請書に記入した口座に助成金が振り込まれる。
※詳しくは、山形村ホームページ、又は電話にてご確認ください。

児童手当を10月に支給します

０～３歳未満　

３歳～小学生 　
　
中学生　
所得制限を超えた受給者

　
第１子・第２子
第３子以降

月　額 　
15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

区　　　  分

横山医院
山形協立診療所
宮原医院

山形整形外科クリニック

98-2884
98-3933
97-1055
98-5277

　

電　話医療機関

横山医院
山形協立診療所
宮原医院

98-2884
98-3933
97-1055

　

電　話医療機関

接種当日に山形村に住民登録のある、
生後6か月から中学3年生までの子ども

10月1日（木）～令和３年2月27日（土）

接種1回につき、2,000円を助成する
（13歳未満は、2回接種）
母子手帳、健康保険証

　9月よりマイナポイント（1人あたり上限5,000円分）の受付が始まり、山形村でも徐々にマイナンバーカードの申
請が増えてきました。まだ申請をされてない方向けに、申請方法の一例（スマートフォンによる申請）をご紹介します。

マイナンバーカードをつくってみました

マイナンバー通知カードと
一緒に送られてきた交付
申請書から申請

手 順 ②

手 順 ③

山形村役場から交付通知書
（はがき等）が届きます
＊申請から約1か月

通知書に記載の必要書類をもって役場へマイナンバー
カードを受取りにいきます。
＊役場でパスワードの設定を行います

●  パソコン
●  証明用写真機
●  役場で申請

マイナンバーカードはこんな時に便利です！

●  住民票等のコンビニ交付ができる
　＊コンビニなら土日や祝日でも利用可能です
●  顔写真付きの本人確認書類となる
●  オンラインで確定申告ができる
●  令和3年3月（予定）から健康保険証として使用できる

マイナンバーカードをつくったら
マイナポイントを申請しましょう

スマートフォンによる申請 その他の申請方法

●  通知カード
●  印鑑
●  本人確認書類
●  交付通知書（はがき）

必要書類

＊そのほかの詳しい手順は
  こちらから

＊マイナポイント受付の
  詳細はこちらから

　キャッシュレス決済の普
及を目的に、選んだキャッ
シュレス決済でチャージや
買い物をすると、1人あたり
上限5,000円分がポイント
として付与されます。

 対 象
令和2年9月1日～令和3年3月31日までの
チャージ又は買い物
＊マイナポイントは申し込みが
  必要です

接種当日に山形村に住民登録のある方で、
次の①②のいずれかに該当する方
①65歳以上の方
②60～64歳の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方

10月1日（木）～令和３年1月３０日（土）
助成の対象
となる
接種期間
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　予防接種法に基づき、高齢者インフルエンザ予防接種を実施
します。対象の方には、通知と予診票をお送りします。希望す
る方は、内容をご確認いただき医療機関に予約してから接種し
てください。

　今年度から、子どものインフルエンザ予防接種
の費用を助成します。インフルエンザ予防接種は、
任意接種ですので、効果や目的、副反応の可能性
などをご理解のうえ、保護者の方のご判断により
接種してください。

　医療機関により予約可能な期間等が異なります。必ず事前に医療機関にお問い合わせください。

※村と契約している村外の医療機関でも接種できます。
　詳しくはお問い合わせください。

高齢者のインフルエンザ

子どものインフルエンザ  助成をはじめます

1回
 1,000円
予診票、健康手帳（お持ちの方）、健康保険証

接種回数

持ち物
接種料（自己負担額）

接種医療機関

接種医療機関

対象者

手 順 ①

インフルエンザ予防接種について

助成の対象
となる
接種期間

助成内容

持ち物

対象者

支給時期

接種・助成の受け方

　令和２年６月～９月
分 の 児 童 手 当 が、
10月９日（金）にご
指定の口座に振り込
まれます。口座をお
確かめください。

10月の支給について
　原則として毎年６月、１０月、２月にそれぞれの前
月分までの手当を支給します。
　養育する児童の人数が変更になったとき、児童
を養育しなくなったとき、住所を変更したとき等は、
手続きをお願いします。手続きが遅れると手当を
受けられない場合がありますのでご注意ください。

（1）左記医療機関で接種する場合
①医療機関に予約をする。その際、山形村の住民で、助成を受け
たい旨を医療機関に伝える。
②接種当日、医療機関に設置してある「山形村子どものインフルエ
ンザ予防接種予診票」に必要事項を記入する。
③「接種費用から助成額2,000円を差し引いた額」を自己負担額とし
て、医療機関で支払う（※費用は、医療機関によって異なります）。

（2）左記以外の医療機関で接種する場合
①医療機関に予約をする。
②接種当日、医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接種予
診票」に必要事項を記入する。

③医療機関で接種費用全額を支払う（※費用は、医療機関によって
異なります）。その際、必ず領収書（インフルエンザ予防接種で
ある旨がわかるもの）を受け取る。

④保健福祉課窓口で、領収書原本を添付の上、専用の申請書・請求
書により申請する（※令和3年3月31日までに申請してください）。

⑤後日、申請書に記入した口座に助成金が振り込まれる。
※詳しくは、山形村ホームページ、又は電話にてご確認ください。

児童手当を10月に支給します

０～３歳未満　

３歳～小学生 　
　
中学生　
所得制限を超えた受給者

　
第１子・第２子
第３子以降

月　額 　
15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

区　　　  分

横山医院
山形協立診療所
宮原医院

山形整形外科クリニック

98-2884
98-3933
97-1055
98-5277

　

電　話医療機関

横山医院
山形協立診療所
宮原医院

98-2884
98-3933
97-1055

　

電　話医療機関

接種当日に山形村に住民登録のある、
生後6か月から中学3年生までの子ども

10月1日（木）～令和３年2月27日（土）

接種1回につき、2,000円を助成する
（13歳未満は、2回接種）
母子手帳、健康保険証

　9月よりマイナポイント（1人あたり上限5,000円分）の受付が始まり、山形村でも徐々にマイナンバーカードの申
請が増えてきました。まだ申請をされてない方向けに、申請方法の一例（スマートフォンによる申請）をご紹介します。

マイナンバーカードをつくってみました

マイナンバー通知カードと
一緒に送られてきた交付
申請書から申請

手 順 ②

手 順 ③

山形村役場から交付通知書
（はがき等）が届きます
＊申請から約1か月

通知書に記載の必要書類をもって役場へマイナンバー
カードを受取りにいきます。
＊役場でパスワードの設定を行います

●  パソコン
●  証明用写真機
●  役場で申請

マイナンバーカードはこんな時に便利です！

●  住民票等のコンビニ交付ができる
　＊コンビニなら土日や祝日でも利用可能です
●  顔写真付きの本人確認書類となる
●  オンラインで確定申告ができる
●  令和3年3月（予定）から健康保険証として使用できる

マイナンバーカードをつくったら
マイナポイントを申請しましょう

スマートフォンによる申請 その他の申請方法

●  通知カード
●  印鑑
●  本人確認書類
●  交付通知書（はがき）

必要書類

＊そのほかの詳しい手順は
  こちらから

＊マイナポイント受付の
  詳細はこちらから

　キャッシュレス決済の普
及を目的に、選んだキャッ
シュレス決済でチャージや
買い物をすると、1人あたり
上限5,000円分がポイント
として付与されます。

 対 象
令和2年9月1日～令和3年3月31日までの
チャージ又は買い物
＊マイナポイントは申し込みが
  必要です

接種当日に山形村に住民登録のある方で、
次の①②のいずれかに該当する方
①65歳以上の方
②60～64歳の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方

10月1日（木）～令和３年1月３０日（土）
助成の対象
となる
接種期間
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個別健診とは：指定の医療機関で受診する健康診断のこと。受診の際には専用の受診券、問診票等が必要と
なります。

①保健福祉課に個別健診の予約の電話をする
②1～ 2週間後にお手元に受診券・問診票等が届く
③医療機関に予約の電話をし、健診を受ける　＊健診は1,000円で受けられます。
④健診終了後、保健福祉課より結果が届く

①人間ドックを受ける
②結果をもって、保健福祉課で補助金の申請をする
③後日、指定の口座に補助金が振り込まれる

　小学校の夏休み期間中は、ふれあい児童館で子
ども達と過ごしました。上の学年の子ども達が、初
めての夏休みを過ごす一年生を優しくリードしてい
る姿などがあり、思いやりを感じ、温かい気持ちに
なりました。
　「クワガタをとったよ！」「川遊びをして楽しかった」
　「今日のお弁当にはスイカが入ってるんだよ～」
など、コロナ禍での夏休みでしたが、たくさんの楽
しい話を聞かせてくれた子ども達でした。スイカと
いえば、関西にいた頃はスイカが苦手だったのです
が、こちらのスイカはみずみずしくて本当に美味しい！！ 
野菜や果物が本当に美味しくて、野菜を頂くことも
多いのですが、長持ちさせるための調理法を教えて

頂いたり、身体への栄養はもちろんのこと、心への
栄養も頂いております、ありがとうございます。
　大好きな山も、夏山シーズン到来！ ですが、今年
はいつもとは違った状況なので里山を歩いたりして
楽しんでいます。清水高原の登山道では、シカに遭
遇してお互いびっくりしました。少し出かければ自然
に触れることのできる環境は、子ども達にとっても
素晴らしいことだなぁと思います。季節は秋へと移
り変わってきました、日々の中の小さな幸せを大切
に過ごしていきたいと思います。

個別健診の場合 40歳以上の国民健康保険加入者の方、75歳以上の後期高齢者医療加入者の方

人間ドックの場合 35～ 74歳の国民健康保険加入者の方、75歳以上の後期高齢者医療加入者の方

No.3 2

～健診の申し込みはお済みですか？～

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、予約制で実施します。12/4の検診にまだ空
きがありますので、希望される方はお問い合わせください。
※ご希望の時間帯が空いてない場合もございます。ご了承ください。

胃がん検診
について

　新型コロナウイルス感染拡大予防のため、今年度は9月・10月・12月に予定
していたスクリーニングを中止とさせていただきました。
　今年度の健診につきましては、個別健診・人間ドックのどちらかを選択いた
だき、受診してください。

　村では、家庭で出た可燃ごみや資源ごみを入れる
ごみ袋に、誰が出したものかわかるよう、名前の記
入をお願いしています。収集日の間違い、分別の悪
さがしばしば見られ、ごみステーションを管理する地
区役員さんや収集作業員の方に大変な迷惑が掛かっ
ています。記名は各自が責任をもってごみ出しをす
るための大切なルールです。そこで昨年に引き続き、
村内すべてのステーションを対象に可燃ごみ袋への
記名の状況を調査しました。

  もっと「意識」を高く持たないと…
　調査は村内全７２ヶ所。数が多いため３回に分け、
調査の曜日を月曜日に統一して午前８時前後に行い
ました。このうちごみが出されていなかった２ヶ所を
除く７０ヶ所で数値をまとめました。

　結果は、表１のとおりで、名前が書かれていたのは
全体の７割強で昨年度（71.7％）とほぼ同じ。調査
日に全員が出しているとは限りませんし、１度に何個
も出す方もありますので、単純に記入する世帯の割
合ということではありませんが、記名率は平均以下
が２５か所を数え、０％も数か所ありましたので、全体
としての意識の低さは明らかです。
　更に注目すべきは73.5％という全体の数値です。
一般的にどの自治体のごみ収集でも記名は必須であ
り、無記名のものは回収されないのが通例で、その
点はどこも徹底されているようです。それだけ、住
民や地域の“意識”がしっかりしているということで
はないでしょうか。本村では未回収ごみの処理の混
乱を避けるため、今はやむを得ず無記名のものも回
収していますが、これは本来のルールに沿うもので
はありません。
　今一度、みんなで考えてお互いに気持ちの良いご
み出しを実現するよう力を合わせてがんばりましょう。

　地球温暖化が深刻化する中、再生可能エネルギー
の重要性が注目されています。中でも太陽光発電は
最も普及が進んでおり、村内でも個人住宅用の発
電施設のほかに、高出力で売電を行う事業系の発電
施設がいくつか建設され稼働しています。

事業系太陽光発電施設の設置に関する
　　　　　　　　　　　 条例の制定に向けて

2,223個 1,634個 73.5％
　

記名率調査した
ごみ袋の数

名前が
書かれていた数

記入率：100％　　 11ヶ所　平均以下　　25ヶ所

ステーション数70か所表1

　近年、特にこの２～３年の間に全国各地で想定外
の豪雨により大きな災害が多発し、広い範囲で民家
や田畑を流亡させる甚大な被害が続いています。そ
んな中、太陽光発電施設が被災して、多くの問題が
報告されるようになりました。各自治体では独自の
条例やガイドラインをつくって発電施設建設のルー
ルを定める動きが活発化しています。
　そうした状況を踏まえ、山形村では現在、「事業系
太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例
（仮称）」の制定に向けた研究・検討を行っています。
　再生可能エネルギー普及拡大の必要性は提唱しつ
つ、一方で本村の地理地形や集落内の地域事情を勘
案し、村民にとって安全で安心な太陽光発電事業の
実施を求めていくための条例化を目指すものです。
　今後は、議会や区の役員さんのほか、様々な会議、
組織などの方からご意見を聴きながら作業を進めて
いく予定です。
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クマとの遭遇に注意
　ツキノワグマの目撃情報が増えています。山に入るときは十分注意しましょう。
■クマに出会うまえに
　山に入る時は、ラジオを鳴らしたり、クマ鈴を鳴らしたりして、自分の存在をアピールしましょう。キノコ採りなどに
夢中になるとクマの接近に気づかないことがあります。常に周囲に気を配りましょう。
■クマに出会ったら
　クマは逃げるものを追いかけます。背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。走ったり大声を出したりすると、
クマを刺激して危険です。
■クマを呼ばない
　エサになる物があると、クマは平地にもやってきます。生ゴミや廃棄農作物などは適切に処理しましょう。集落付近
でクマを目撃した時は役場産業振興課までご連絡ください。

令和3年度保育園入園説明会を実施します

やまのこ保育園：11月14日（土）9：30から
山  形  保  育  園：11月18日（水）10：00から／3歳以上児対象(令和3.4.2到達年齢)
 11月20日（金）10：00から／3歳未満児対象(令和3.4.2到達年齢)
 （※きょうだいで希望の場合は未満児の日程でお越しください。）

日時：12月15日～17日午前9時から午後4時
場所：子育て支援課窓口（予約制での受付を予定しています）
＊申請書は入園説明会で配布します。11月26日以降子育て支援センターでも受け取れます。

生死を分けるタイムリミットは７２時間
　災害現場では発生から３日（７２時間）が勝負とい
われています。
　いざという時の「心構え」と「備え」が必要です。
《しておくべきこと》
 ・住宅の耐震性確認 ・安否確認の方法共有（家族で）
 ・家具、家電の固定 ・避難ルート、集合場所の確認
《備蓄したいもの》
 ・飲料水（１人１日３ℓ目安に）
 ・食品（近年、普段食べている物を準備するローリ
ングストック法という方法が注目されています）
 ・薬、衣類、軍手、ティッシュ、ライター、懐中電灯、
紐、カセットコンロ、カセットボンベ等
　２０１６年の熊本地震ではキャンプ用品が活躍しま
した。ライフラインが寸断された被災地で２６２張り
のテントが被災者の当面の生活を支えました。あな
たが所有するキャンプ用品もいざという時に役に立
つかもしれません。

松本広域消防局山形消防署

防災だより
No.254

自分たちの地域を自分たちで守る
１.自主防災組織とは
　　地域住民が協力して「自分たちの地域を自分た
ちで守る」ために立ち上げる組織のことです。平
常時には災害に備えた取組みを実践し､災害時には
被害を最小限に食い止めるための活動を行います。

２.自主防災組織はなぜ必要？
　　国、県及び市町村など行政が行う公助につい
ては、災害規模によっては限界があり、「自らの
安全は自ら守る」自助と、それと同じように「自
分たちの地域を自分たちで守る」共助が重要に
なってきます。

　　阪神・淡路大震災において、瓦礫の下から救出
された人のうち、自力または家族や近所の住民に
よって救出された割合が９０％を超えるという調査
結果があることからも地域の連携による活動の重
要性は大きいと言えます。

掲示板
お問い合わせは各団体へ

◆後期高齢者歯科検診
　高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科
口腔健診を実施しています。ぜひこの機会に受
診しましょう
●期間
　12月30日（水）まで
●費用
　無料
●対象者 
対象者には6月下旬に案内通知と診察券を送付
しています(昭和15年4月1日～昭和20年3月
31日生まれの被保険者)
●お問い合わせ
　長野県後期高齢者医療広域連合
　N026-229-5320

◆働き方改革無料相談会のおしらせ
　働き方改革に取り組まれる事業主のみな様向け
相談会。社会保険労務士が無料で相談に応じます。
●日時
　10月16日（金）、12月18日（金）、
　令和3年2月19日（金）
　13：30～ 16：00
●場所
　山形村農業者トレーニングセンター
　2階「語らいの部屋」
●相談内容
　時間外労働の上限規制、労働関係の助成金、
就業規則作成、見直し　など
●お問い合わせ
　山形村産業振興課
　N98-5664

◆県民向け手話講座
●日時
　11月8日（日）13：30～ 15：30
●場所
　山形村いちいの里
●内容
　コミュニケーションに係る実技を中心とする講座
　＊どなたでも参加可能（参加費は無料）
●申し込み
　必要　＊10月30日（金）まで
●お問い合わせ
　松本保健福祉事務所　N40-1913

◆おさんぽ会の開催
　やまのこ保育園で普段子ども達が歩いている
お散歩コースを一緒に歩いてみませんか？
●日時
　10月25日（日）9：30～11：00
　＊やまのこ保育園に集合してください。
●申し込み
　必要  ＊電話にて申し込みください
●お問い合わせ
　やまのこ保育園　N98-5522

◆「ハロウィンジャンボ宝くじ」と
　「ハロウィンジャンボミニ」が、
　全国で２種類同時発売
●発売期間
　９月23日（水）～10月20日（火）
●抽せん日
　10月27日（火）
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづく
りや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉
向上のために使われます。
※宝くじは長野県内の宝くじ売り場でお買い求めください。

◆行政書士無料相談会
1.松本会場
　10月17日（土）10：00～ 15：00
　松本市勤労者福祉センター
2.安曇野会場
　10月15日（木）10：00～ 15：00
　安曇野市役所
3.塩尻会場
　10月24日（土）10：00～ 15：00
　塩尻市市民交流センター（えんぱーく）
●相談内容
　相続、遺言、農地転用、車庫証明、法人設立 等
の手続き・申請
●お問い合わせ　N33-7166

◆松本圏域障害者就業・
　生活支援センターらいと
　移動相談会のお知らせ
　お困りの内容に応じて、適切な相談先や就労支
援などの情報提供をします
●山形村会場 
10月16日（金）10：00～ 12：00
　山形村保健福祉センターいちいの里「談話室」
●朝日村会場 
10月16日（金）13：00～ 15：00
　朝日村役場「相談室1」
●対象者
　・ 就職を希望している、又は仕事先で困っている
ことがある障がいのある方やご家族。

　・ 障がいのある方の雇用を検討している、又は
すでに雇用している企業の方

●お問い合わせ
　松本圏域障害者就業・生活支援センターらいと
　N88-5146
　山形村役場保健福祉課
　N97-2100

説明会日程

入園申請受付
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なってきます。

　　阪神・淡路大震災において、瓦礫の下から救出
された人のうち、自力または家族や近所の住民に
よって救出された割合が９０％を超えるという調査
結果があることからも地域の連携による活動の重
要性は大きいと言えます。

掲示板
お問い合わせは各団体へ

◆後期高齢者歯科検診
　高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科
口腔健診を実施しています。ぜひこの機会に受
診しましょう
●期間
　12月30日（水）まで
●費用
　無料
●対象者 
対象者には6月下旬に案内通知と診察券を送付
しています(昭和15年4月1日～昭和20年3月
31日生まれの被保険者)
●お問い合わせ
　長野県後期高齢者医療広域連合
　N026-229-5320

◆働き方改革無料相談会のおしらせ
　働き方改革に取り組まれる事業主のみな様向け
相談会。社会保険労務士が無料で相談に応じます。
●日時
　10月16日（金）、12月18日（金）、
　令和3年2月19日（金）
　13：30～ 16：00
●場所
　山形村農業者トレーニングセンター
　2階「語らいの部屋」
●相談内容
　時間外労働の上限規制、労働関係の助成金、
就業規則作成、見直し　など
●お問い合わせ
　山形村産業振興課
　N98-5664

◆県民向け手話講座
●日時
　11月8日（日）13：30～ 15：30
●場所
　山形村いちいの里
●内容
　コミュニケーションに係る実技を中心とする講座
　＊どなたでも参加可能（参加費は無料）
●申し込み
　必要　＊10月30日（金）まで
●お問い合わせ
　松本保健福祉事務所　N40-1913

◆おさんぽ会の開催
　やまのこ保育園で普段子ども達が歩いている
お散歩コースを一緒に歩いてみませんか？
●日時
　10月25日（日）9：30～11：00
　＊やまのこ保育園に集合してください。
●申し込み
　必要  ＊電話にて申し込みください
●お問い合わせ
　やまのこ保育園　N98-5522

◆「ハロウィンジャンボ宝くじ」と
　「ハロウィンジャンボミニ」が、
　全国で２種類同時発売
●発売期間
　９月23日（水）～10月20日（火）
●抽せん日
　10月27日（火）
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづく
りや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉
向上のために使われます。
※宝くじは長野県内の宝くじ売り場でお買い求めください。

◆行政書士無料相談会
1.松本会場
　10月17日（土）10：00～ 15：00
　松本市勤労者福祉センター
2.安曇野会場
　10月15日（木）10：00～ 15：00
　安曇野市役所
3.塩尻会場
　10月24日（土）10：00～ 15：00
　塩尻市市民交流センター（えんぱーく）
●相談内容
　相続、遺言、農地転用、車庫証明、法人設立 等
の手続き・申請
●お問い合わせ　N33-7166

◆松本圏域障害者就業・
　生活支援センターらいと
　移動相談会のお知らせ
　お困りの内容に応じて、適切な相談先や就労支
援などの情報提供をします
●山形村会場 
10月16日（金）10：00～ 12：00
　山形村保健福祉センターいちいの里「談話室」
●朝日村会場 
10月16日（金）13：00～ 15：00
　朝日村役場「相談室1」
●対象者
　・ 就職を希望している、又は仕事先で困っている
ことがある障がいのある方やご家族。

　・ 障がいのある方の雇用を検討している、又は
すでに雇用している企業の方

●お問い合わせ
　松本圏域障害者就業・生活支援センターらいと
　N88-5146
　山形村役場保健福祉課
　N97-2100

説明会日程

入園申請受付
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※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。

日 月 火 水 木 金 土

放送時間 月～土 日6時35分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・12時・15時・18時・21時

YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

※税金、料金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

鉢盛中学校
白峰祭

山形保育園
運動会

「行ってみよう！
YAMAGAの
ホームタウン！」
山形村篇

まるごと信州
情報ネット

やまのこ保育園
運動会

国税の窓 JA
グリーンタイム

おすすめおすすめ おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

行政心配ごと相談
 10月２0日（火）午後１時３０分～３時３０分
　　　保健福祉センター いちいの里 談話室
日 時
会 場

村税等納期限
　　 10月26日（月）
■住民税第3期
■国民健康保険税第4期
■後期高齢者医療保険料第4期
■介護保険料第4期
■上下水道料
口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるように、
また現金納付の方は、お手元の納付書により納め忘れの
ないようにしてください。

日 時

調査は10月1日現在の状況を回答してください。
■回答期限：10月7日（水）まで
■回答方法：①オンライン回答
　　　　　  ＊スマートフォン、パソコンから
　　　　　    回答できます
　　　　　  ②郵送による回答

子育て世帯への臨時特別給付金について、公務員の方
は所属長の証明のある申請書の提出が必要です。まだ
申請されていない方は、期限までにご提出ください。
■申請期限：10月30日（金）
　※公務員以外の方へは、６月に口座振込にて支給が完了し
ています。

山形運動バラエティパック講座への
参加募集

 11月18日（水）午後9時30分～
 いちいの里
■内容：ウォーキング講座

日 時
場 所

夜間窓口開設日
 10月１６日(金)・３０日(金)
 午後7時30分まで　出入口：正面玄関
業務内容
■戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
■印鑑登録、印鑑証明書の発行
■税金・各種料金等の納付
■所得証明書等の発行
■公図閲覧
■１２５ｃｃ以下のバイクの登録・廃車
■水道開閉栓の届出

日 時

国勢調査へご協力ください

子育て世帯への
臨時特別給付金について

（公務員の方）

村のうごき（9月1日現在総人口）
人口：8,678人（前月比 -7）　男：4,278人（前月比 -1）　女：4,400人（前月比 -6）　世帯数：3,115世帯（前月比 +3）


